
 

町田市福祉のまちづくり総合推進条例 

～ 建築物に係る事前協議について ～ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例規則で定める特定都市施設（都市施設のうち用途に応じて一定規模以上の施設）を新築

又は増築や用途変更等する場合、建築士等に計画設計相談した上で、建築確認申請又は工事着

手前に事前協議の申請が必要です。 

特定都市施設の用途・規模に応じて、適用される遵守基準は異なります。 

次のページに用途・規模に応じて遵守基準となる整備項目を示した表を掲載しています。 

 

各整備項目における遵守基準の詳細及び条例の詳しい内容については、 

町田市ホームページより「町田市福祉のまちづくり総合推進条例  

整備基準等マニュアル‐建築物・共同住宅等-」をご確認ください。 

【町田市公式ホームページ＞医療・福祉＞福祉のまちづくり総合推進 

条例（ページ内に整備基準等マニュアルのリンクがあります）】 

＜事前協議の手続きについて＞ 

申請時期は計画によって異なります。 

●建築確認申請が必要な場合（新築の場合、増築等の場合等） 

 

 

 
●建築確認申請を伴わない場合（既存施設の用途変更等の場合） 

 

 

 
標準的な協議期間は概ね３０日程度です。（協議内容により前後します） 

 

＜工事完了後の手続きについて（検査）＞ 

 工事完了後は完了検査を行います。（現地検査又は写真検査） 

  

各申請手続きに必要な様式は、下記ウェブページからダウンロードできます。 

【町田市公式ホームページ＞暮らし＞住まい・道路＞都市づくり＞建築行為関係＞    

建築物の事前協議・届出＞福祉のまちづくり総合推進条例に関する手続きについて】 

事前協議申請 協議済証交付 建築確認申請 工事着手

事前協議申請 協議済証交付 工事着手

工事完了
完了届出書

提出

完了検査

（現地or写真）
検査済証交付

建築確認申請前に事前協議申請 

工事着手の３０日前までに事前協議申請 
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現場検査 

完了検査は原則火曜日・木曜日に行っています。 

完了検査希望日の二週間前までに電話で予約をしてください。 

電話予約後、検査日の 10日前までに完了届を提出してください。 

写真検査 
必要書類に加え、写真と写真の撮影位置方向図の添付が必要です。 

完了届出書の受付後に写真検査を行います。 

 

特定都市施設整備完了届出書  
現場検査 

の場合に 

提出 
写真検査 

の場合に 

提出 

特定都市施設整備項目表の写し 事前協議時に提出したものを添付 

委任状（必要に応じて） 
事前協議時に検査の委任を受けて

いない場合 

写真の撮影位置方向図 
配置図、平面図等に撮影位置を 

示す 
 

整備箇所の適合状況のわかる写真 
寸法、勾配等の写真は数値が読み 

取れるように撮影 

 

完了検査は「現場検査」または「写真検査」になります。どちらの検査になるかは、 

事前協議の際にお渡しする「特定都市施設整備協議済証」の備考欄に記載しています。 

●工事完了後の手続について 

【 町田市福祉のまちづくり総合推進条例 ～建築物に係る事前協議について～ 】 

（お問い合わせ先）町田市都市づくり部土地利用調整課土地調整係 （電話）042-724-4256 

完了届は、紙申請（正副 2部）またはオンライン申請にてご提出ください。 

●事前協議について 

事前協議申請は、紙申請（正副 2部）にてご提出ください。（オンライン申請不可） 

特定都市施設整備計画（変更）協議申請書  

特定都市施設整備項目表  

委任状 代理人が手続きをする場合 

付近見取図（案内図）  

配置図・各階平面図 
移動等円滑化経路等、有効寸法など 

各整備項目への適合が確認できるもの 

立面図・断面図 2面以上 

その他（必要に応じて） 
エレベーター、昇降機詳細図、階段詳細図、 

便所詳細図、等 

 


